
３　　酒税法における酒類の分類及び定義

    (注)　その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

 * 果実酒に糖類又はブランデー等を混和したもの

 * 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

 * 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が２度未満のもの

 * 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が２度以上のもの

 * 溶解してアルコール分１度以上の飲料とすることができる粉末状のもの

 * 上記のいずれにも該当しない酒類

 * アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの（アルコール分が36度未満のもの）

 * アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
  （アルコール分が45度以下のもの）

 * 米、米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えてこしたもの
  （アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの）

 * 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの（アルコール分が20度未満のもの）

 * 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの
　（アルコール分が20度未満のもの）

 * 果実を原料として発酵させたもの（アルコール分が20度未満のもの）
 * 果実に糖類を加えて発酵させたもの（アルコール分が15度未満のもの）

品 　　目

 合成清酒

 清酒

定    義    の    概    要（酒税法第３条第７号から第23号まで）

 * 米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの（アルコール分が22度未満のもの）

 * 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
  （アルコール分が22度未満のもの）

 * アルコール、しようちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した
　酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの（アルコール分が16度未満でエキ
　ス分が５度以上等のもの）

 甘味果実酒

 ウイスキー

 ブランデー

 原料用アルコール

 連続式蒸留しようちゆう

 単式蒸留しようちゆう

 みりん

 果実酒

 ビール

 粉末酒

 雑酒

 * 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの

 * アルコール含有物を蒸留したもの（アルコール分が45度を超えるもの）

 * 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの（アルコール分が20度未満のもの）

 * 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの（アルコール分が20度未満でエキス分が２度以上の
　もの）

 発泡酒

 その他の醸造酒

 スピリッツ

 リキュール

ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類（ビール及び発泡酒以外の酒類のうちア
ルコール分が10度未満で発泡性を有するもの）

清酒、果実酒、その他の醸造酒

連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう、ウイスキー、ブランデー、
原料用アルコール、スピリッツ

合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

発泡性酒類

醸造酒類(注)

蒸留酒類(注)

混成酒類(注)
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種 類 内 訳（酒税法第３条第３号から第６号まで）

付表 我が国における酒税制度等の沿革（概要） 

 

年     次 事            項 

  
明 治 ４ 年 ７ 月 清酒、濁酒、醤油醸造鑑札収与並収税法規則の制定 

明 治 ８ 年 ２ 月 酒類税則の制定 

明 治 13 年 ９ 月 酒造税則の制定 

明 治 26 年 ４ 月 酒精営業税法の制定 

明 治 29 年 ３ 月 酒造税法の制定 

明 治 34 年 10 月 酒精及び酒精含有飲料税法の制定 

明 治 34 年 12 月 麦酒税法の制定 

明 治 38 年 １ 月 酒造組合法の制定 

昭 和 13 年 ４ 月 酒類販売業が免許制度となる 

昭 和 14 年 ３ 月 酒類の価格が統制価格となる 

昭 和 15 年 ３ 月 酒税法の制定（造石税、庫出税の併課） 

昭 和 16 年 11 月 酒税等の増徴等に関する法律の制定 

昭 和 18 年 ４ 月 庫出税に級別差等課税制度を採用 

 酒類業団体法の制定 

昭 和 19 年 ４ 月 造石税の廃止、庫出税のみとなる 

昭 和 22 年 ３ 月 酒類業団体法を酒類業組合法に改正 

昭 和 23 年 ７ 月 酒類業組合法の廃止 

昭 和 24 年 ６ 月 国税庁が発足 

昭 和 28 年 ２ 月 酒税法（現行法）の制定 

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（酒類業組合法・現行法）の制定 

昭 和 35 年 10 月 統制価格の完全廃止、基準販売価格制度となる 

昭 和 37 年 ４ 月 酒税法の大幅改正（酒類の種類分類の改正、一定の価格を超える高価格酒への 

従価税制度の採用、申告納税制度の採用） 

昭 和 39 年 ６ 月 基準販売価格制度の廃止（自由価格となる） 

昭 和 42 年 ６ 月 登録免許税法の制定（酒類の製造、販売業免許にも登録免許税を課税） 

平 成 元 年 ４ 月 酒税法等の大幅改正（級別制度の廃止、従価税制度の廃止、酒類の種類間の税 

率の見直し等、酒類の表示基準制度の創設） 

平 成 ６ 年 ４ 月 酒税法の一部改正（ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引下げ等） 

平 成 ９ 年 10 月 酒税法の一部改正（ＷＴＯ勧告に対応するためのしょうちゅう等蒸留酒に係る 

平 成 10 年 ５ 月 税率の見直し） 

平 成 12 年 12 月 

 

平 成 15 年 ４ 月 

平 成 15 年 ７ 月 

 

平 成 15 年 ９ 月 

 

平 成 18 年 ５ 月 

酒税法の一部改正（酒類の販売業免許の取消事由に、「酒類販売業者が未成年 

者飲酒禁止法の規定により罰金の刑に処せられた場合」の追加） 

酒税法の一部改正（酒類等の検定制度の廃止等） 

酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の制定（時限立法、平成18年 

８月に緊急調整地域の指定が失効） 

酒税法及び酒類業組合法の一部改正（免許の拒否要件の追加、酒類の表示に関

する命令規定の整備、酒類販売管理者の選任規定の新設） 

酒税法等の一部改正（酒類の分類を４種類に簡素化、一部酒類の定義を改正） 
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４ 酒類の製造工程図 

⑴ 清  酒 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市販の生酒 市販の一般の清酒 市販の各種原酒 

（ろ 過） 

（割 水） 

（ろ 過） 

（びん詰） 

 

貯 蔵 

（ろ 過） 

（割 水） 

 

（火入びん詰） 

 

 

 

（火入びん詰、びん詰） 

（火 入） 

貯 蔵 

（ろ 過） 

（割 水） 

 

（火入びん詰） 

（発 酵） 
も ろ み 

（上 槽） 

 

醸造アルコール 

ぶどう糖、水あめなど 

清 酒 か す 

清 酒 

水 

酒 母 

酵 母 

玄 米 

白 米 

蒸 米 こうじ 

（精米） 

（洗米・浸漬・蒸きょう） 

市販の生貯蔵酒 

（製麹） 
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⑵ 連続式蒸留しょうちゅう・原料用アルコール 
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糖みつ 
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４ 酒類の製造工程図 

⑴ 清  酒 
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（製麹） 
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⑶ 単式蒸留しょうちゅう 
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（割 水） 

 

（びん詰） 

（いも、米、麦など） 

原 酒 

（発酵） 

二 次 
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（発酵） 

一 次 

もろみ 

酵 母 

原 料 

こうじ（米、麦） 

（製麹） 

水 
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⑷ 単式蒸留しょうちゅう（泡盛） 
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水 
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⑸ ビール 
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（ろ 過） 
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（火 入） 

びん詰 
たる詰 

大 麦 

麦 芽 

若ビール 

生ビール 

市販のビール 市販の生ビール 

ホップ 

酵 母 

麦、米、でんぷん 
とうもろこし 

糖類など 

温 

水 

（糖化） 
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（発酵） 
もろみ 

白ワイン  

 

⑸ ビール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製 麦） 

 

 

 

 

（ろ 過） 

 

 

 

（ろ過・冷却） 

 

 

 

 

後 発 酵 

（ろ 過） 

（びん詰） 

（火 入） 

びん詰 
たる詰 

大 麦 

麦 芽 

若ビール 

生ビール 

市販のビール 市販の生ビール 

ホップ 

酵 母 

麦、米、でんぷん 
とうもろこし 

糖類など 

温 

水 

（糖化） 
糖化液 

（煮 沸） 
麦 汁 

（主発酵） 

もろみ 

－ 19 －
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